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概　　況
　2014年の連邦下院選挙では単独過半数を制し，人々の期待が集まったインド人
民党（BJP）率いる国民民主連合（NDA）政権であったが，最重要課題としていた経
済改革が思うように進んでいない。また，州議会選挙での敗北，ヒンドゥー民族
主義の広がりに伴う紛争の顕在化など，NDAの政治は停滞気味である。原油安
などに支えられた物価の安定，経済成長の回復によってナレンドラ・モディ首相
の人気はまだ高いものの，選挙直後の「ハネムーン」は終わりつつあり人々は政
権を冷静に評価しつつある。
　経済に関しては，成長を高めるための経済のギアシフトにモディ政権はもがき
ながらも，経済改革を進めようとした。経済成長率は7.6％を記録するが，庶民
生活においてはそこまでの実感は持ちづらい。財政健全化は道半ばであるものの，
原油価格の下落もあって，経済ファンダメンタルズはこれまでの歴史に照らせば
決して悪くない。物価も安定して比較的低位で推移しており，政府とインド準備
銀行はインフレ・ターゲッティングの導入に合意した。経済成長にてこ入れすべ
く，外国直接投資に関する規制緩和や「JAMビジョン」を掲げて金融包摂に引
き続き取り組んでいる。起業を促す「スタートアップ・インディア，スタンド
アップ・インディア」が開始される一方，小規模零細企業の保護育成を目的とす
る生産留保が最後の20品目の廃止をもって終止符を打った。

国 内 政 治

　モディ政権は歴代のインド国民会議派（以下，「会議派」）政権の経済政策の象徴
的組織である「計画委員会」を廃止し， 1月 1日には「政策委員会」（正式には
「国立インド変革研究委員会」だが，頭文字の略語「NITI」がヒンディー語で

2015年のインド
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「政策」の意味を持つのでこのように呼ばれる）を設立した。これが示すようにモ
ディ政権は会議派色を払拭し改革をアピールしている。しかし，改革は思うよう
に進んでいない。その最大の理由は連邦議会における議席が十分ではないからで
ある。NDAは確かに連邦下院では定数545議席中336議席を占めるが，憲法改正
に必要な 3分の 2には届かない。また上院では2015年 ₈ 月時点では244議席中62
議席を占めるにすぎない。上院は州議会（下院）による間接選挙で選出される議員，
および，大統領任命の12議員からなり，任期 ₆年で 2年ごとに 3分の 1が改選さ
れる。したがって上院で勢力を伸ばすためには州議会選挙で勝利し続けなければ
ならないが，それは短期的にはほぼ不可能である。
　このような連邦議会の勢力図から，次に述べるように土地収用法の改正，物
品・サービス税法案など議論が分かれる法案は通過が難しい状況が続いている。
また，労働関連の法改正も労働組合などの反対で難航している。政府が労働関連
法を改正する大きな目的は労働市場の柔軟化であるが，労働組合，とくに組織部
門の労働組合はそれを雇用の不安定化，労働組合の影響縮小につながるものと捉
えている。政府の法改正の動きに対して，BJP系の「バーラティヤ労働組合」
（BMS）と「全国インド労働組合戦線」（NFITU）は参加しなかったが，ほかの主
要な10労働組合組織のナショナル・センターは ₉月 2日に政府の方針に反対する
全国規模のゼネストを行った。2015年に労働関連の法で連邦議会を通過したのは
冬期会期の12月に両院を通過した「ボーナス支払い」改正法だけである。しかし，
これは従来ボーナスの算定が月給3500ルピーを上限として月給に比例する形で
あったのに対してその上限を7000ルピーにすること，法の適用が月給 1万ルピー
までの労働者であったのに対してその上限を 2万1000ルピーに引き上げるなど，
労働者に有利な改正であった。
　以下，土地収用法や物品・サービス税の改正問題，州議会選挙での敗北，ヒン
ドゥー民族主義勢力の活発な動きによる社会不安の広がり，カシミール地域の不
安定化などモディ政権の不安定要素について説明する。

土地収用法の改正，および，物品・サービス税法案をめぐる与野党の対立
　 2月末に提出された2015年度予算案は初めての本格予算で，インフラ建設重視，
法人税の引き下げなど成長重視型の予算といわれた。しかし道路などインフラ建
設や工業団地の造成などを迅速に進めることを意図した土地収用法の改正は，結
局，失敗した。会議派率いる統一進歩連合（UPA）政権が，住民の権利を無視しが
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ちであった植民地時代からの旧法を廃止し，「土地収用・生活再建・再定住にお
ける公正な補償と透明性に関する権利法」（以下，「2013年土地収用法」）を成立さ
せたのが2013年 ₉ 月であった。この法は，立ち退きを強いられる住民に対しては
その権利を相対的に厚く保護する内容となっていた。そのため産業界や官僚から
不満が高かったが，それを受けてモディ政権によって打ち出されたのが2014年12
月31日に発令された，同法を改正する大統領令であった。これは官民連携（PPP）
や私企業の案件であっても，防衛，農村社会インフラ開発，住宅造成，工業地帯
開発，インフラ開発についての案件では土地所有者からの同意取り付けおよび社
会影響評価の実施が免除されるというものであった（以上『アジア動向年
報 2015』を参照）。大統領令は国会が閉会しているとき内閣の要請に基づき大統
領が発令するが，次の国会が開会されてから ₆週間で効力を失う。したがって，
基本的には緊急時の一時的立法措置であるから，モディ政権にとって大統領令を
立法化することが重要であった。
　モディ政権が2013年土地収用法を改正する動きは，早くも2015年 1 月 3 日に会
議派やほかの野党から反対が表明された。反対意見に押されてモディ政権は 2月
24日には改正案の修正も含めて野党との協議を行うと表明したが，連邦議会での
対立は打開できなかった。 3月10日には土地収用法改正案は，連邦下院を通過し
たものの上院を通過する見込みは立たなかった。そのため第 2次の改正法案が 5
月11日に下院に提出されたが，やはり通過する見込みは立たなかった。政府はこ
の間，議会休会中の ₄月 3日，および閉会中の 5月31日に大統領令を発令し土地
収用法の改正を維持しようとした。しかし，その後も法案通過は難しい状況が続
き，結局，モディ政権は ₈月30日には大統領令を自然失効させることを明らかに
した。そのうえで，2013年土地収用法はその「規則」の運用によって問題点をカ
バーすることとした。
　政府が経済改革で重要視するもうひとつの法案が「物品・サービス税」（GST）
法案であった。GSTは連邦政府，州政府がそれぞれ持つ消費税，売上税など諸
税を整合的に統合し，税制の矛盾を除くことを目的とする一種の付加価値税で，
かねてから立法化が望まれていた。2014年12月に法案が上程され2016年度からの
施行を目標としていた。インドでは税の中央・州政府間の分担などは憲法で規定
されているため，GST法案は憲法改正法案となり，連邦下院および上院それぞ
れの 3分の 2の賛成，さらに，半数以上の州の批准が必要となる。法案は 5月 ₆
日に連邦下院を通過したが，会議派や左翼政党など野党の反対が続いた。そのた
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め上院では GST施行に伴う売上税などの廃止によって生じる州政府への補償の
問題などについて審議するため 5月14日に重要法案審議委員会に付託されること
となった。
　審議が進まない大きな原因は議会が与党のスキャンダルなどで空転しているか
らである。 ₆月14日には外務大臣スシマ・スワラージが，イギリス在住のイン
ド・クリケット・リーグの元会長ラリット・モディの妻が手術を受けるためにポ
ルトガルへ渡航する緊急の旅行関連書類を発給してくれるようにイギリス政府に
要請したことが明らかになった。ラリット・モディはスシマ・スワラージやラー
ジャスターン州首相 V・ラージェーなどと密接なつながりがある人物であるが，
マネー・ロンダリングなどの嫌疑で財務省の捜査機関に出頭を要請されイギリス
に逃れていた。また ₆月29日にはマディヤ・プラデーシュ（MP）州で2013年に発
覚した政府職員採用に関する汚職疑惑に関連して不可解な死亡を遂げた者が25人
にも上ることが明らかにされ，州首相 S・S・チョーハンは ₇月 ₇日に中央捜査
局の捜査を求めることを明らかにした。 ₇月21日に始まった連邦議会のモンスー
ン会期ではこれら問題を追及する会議派など野党の攻勢で審議は紛糾した。野党
は外務大臣やラージャスターン州首相，MP州首相の S・S・チョーハンの辞任
を求めた。
　 ₈月 ₇日にモディ首相は全インド・アンナ・ドラヴィダ進歩連盟（AIADMK）
などの協力を求めたが，空転は続き， ₉日には経済界から GST導入法案の審議
が遅れることに対して懸念が表明された。審議はその後も進んでいない。冬期会
期（11月26日～12月23日）が始まって間もない11月29日に，会議派はヒンドゥー民
族主義勢力の攻勢（後述）で引き起こされた「不寛容」問題を国会で取り上げなけ
れば，GSTの審議に協力しないと決定した。結局，冬期会期でも GST法案は通
過しなかった。

デリー首都圏とビハール州での州議会選挙におけるBJPの敗北
　州議会（上下 2院を持つ州の場合は下院）は連邦上院議員の選挙母体となるため，
連邦上院で党勢を拡大したい BJPにとって州議会選挙での党勢拡大は非常に重
要であるが， 2つの州議会選挙では BJPは敗北した（表 1）。
　デリー首都圏では州議会選挙の開票が 2月10日に行われ，A・ケジュリワル率
いる庶民党が70議席中67議席を獲得する圧勝となった。デリー首都圏では，2013
年12月に庶民党政権が会議派の支持を得て成立したが，腐敗防止のための一種の
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オンブズマン制度である「人民ローク・パール」法案が州議会で否決されたため
ケジュリワル州首相は2014年 2 月14日に辞任し，連邦政府は17日に大統領統治を
敷いた。その後，デリー首都圏州議会は同年11月 ₄ 日に解散された。今回の選挙
は大統領統治からの復帰のための選挙であった。選挙に際して庶民党は「人民
ローク・パール」法の成立，デリー首都圏に警察権などを含む完全な州の地位を
与えることなど政治的要求に加えて，電気料金を半額にする，女性の安全のため
の措置を講じることなど，庶民生活に直結する争点を引き合いに出して選挙戦を
戦った。2014年 5 月の連邦下院選挙ではデリーでは BJPが圧勝し，また，2015
年 1 月16日にはデリーの警察の元高級官僚で著名な社会活動家であるキラン・
ベーディや，庶民党を脱退したシャーズィア・イルミが BJPに入党するなど BJP
の優勢が伝えられるなかでの選挙であったが，結果は上述のように庶民党の圧勝
であった。BJPは 3議席，会議派は 0議席と惨敗した。連邦下院選挙ではモディ
首相の人気が人々を引きつけたが，今回は州議会選挙で状況が異なること，伝統
的に会議派支持であった少数派が会議派から離れたことが大きな理由であったと
いわれる。州首相にはケジュリワルが 2月14日に就任した。
　圧勝を受けて庶民党政権は安定するかと思われたが，その後ケジュリワルは党
内の有力指導者であるプラシャント・ブーシャンやヨゲンドラ・ヤーダヴと対立
し，結局 ₄月20日に党中央は両氏を除名した。2012年に結党された庶民党はもと
もと反腐敗を焦点とするさまざまな市民運動グループの連合であり，組織はまと
まりに乏しい。そのためケジュリワルの指導強化に対する他の指導者の反発が分
裂につながった。

表 １　州議会選挙結果

【 2月１0日開票】
デリー首都圏（定数 70議席，投票率 67.１％）

庶民党：67（54.3％），BJP： 3（32.2％），会議派： 0（9.7％）

【11月 8日開票】
ビハール州（定数 243議席，投票率 56.7％）

RJD：80（18.4％），JD（U）：71（16.8％），会議派：27（6.7％），BJP：53（24.4％），人民の力党：
2（4.8％），国家大衆平等党： 2（2.6％），インド共産党（マルクス・レーニン主義［解放派］）：
3（1.5%），その他： 5

（注）　政党獲得議席の後のカッコ内は得票率。
（出所）　インド選挙委員会データ （http://eci.nic.in） より筆者作成。
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　デリー首都圏の敗北以上に BJPにとってダメージとなったのは，11月に行わ
れたビハール州議会選挙であった。
　ビハール州では，連邦下院選挙での敗北の責任をとってジャナター・ダル（統
一派）（JD［U］）の州首相ニティシュ・クマールが2014年 5 月17日に辞任し，代
わりに同党の J・R・マンジーが州首相に就任した。しかし，マンジーはダリト
（旧不可触民カーストなど被抑圧階級）の利害を代表する政治家で JD（U）の主流
派とは利害関係が食い違う面があり，それに乗じて BJPがマンジーに接近した。
このような状況は，州議会選挙で BJPの勢いに対抗するために旧ジャナター・
ダル系諸党の連合を協議しつつあった JD（U）指導部にとって容認できるもので
はなく，マンジーに州首相を交代するよう要請した。しかし，話し合いは結局は
決裂した。ニティシュ・クマール派は内紛に中央政府の介入を許さないために，
2015年 2 月10日に同派のビハール州議員をデリーに引きつれ同派が多数派である
ことを大統領の前で示した。このような駆け引きを経て22日には州首相はマン
ジーからニティシュ・クマールに交代し， 3月11日にニティシュ・クマール政権
は州議会の信任投票を乗り切った。
　選挙は反 BJP勢力と BJP率いる NDA連合の間の対立が軸となった。反 BJP連
合の選挙体制は，旧ジャナター・ダル系諸党の統合の動きとも関連しつつ形成さ
れた。 ₆月 ₇日には JD（U） とラッルー・プラサード・ヤーダヴ率いる民族ジャ
ナター・ダル（RJD）は州議会選挙での協力を明らかにした。 ₇月19日にはこれに
会議派およびナショナリスト会議派党を加えた「大連合」で選挙を戦うこと，そ
して ₈月11日には候補者の議席配分が発表された。ウッタル・プラデーシュ（UP）
州を基盤とする社会主義党（SP）とも協議がなされたが，SPと RJDの支持基盤が
同じで競合することもあり， ₉月 ₄日には協議の決裂が明らかとなった。
　BJPはモディ首相が ₈月18日にビハール州に特別支援パッケージを供与するこ
とを発表するなど肩入れした。しかし，11月 ₈ 日の開票では大連合が全議席の ₇
割を獲得し大勝した。選挙では大連合は女性への留保議席の設定，電化，若年失
業者に対する手当，トイレの普及，飲料水供給，道路整備などをアピールしたが，
決め手となったのはカーストなど支持基盤が異なる主要 3党の選挙協力であるこ
とは明らかである。この結果，11月20日にニティシュ・クマールを州首相とする
連立政権が発足した。
　ビハール州での大連合の勝利は BJPに対抗するために政党間の連合が有効であ
るとの認識につながり，選挙を控えた州では政党連合の動きが活発化している。
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安定しないジャンムー・カシミール州
　ジャンムー・カシミール州では2014年12月に州議会選挙が行われたが，過半数
を獲得した政党が現れず，連立政権が模索されていた。その結果， 3月 1日には
ジャンムー・カシミール人民民主党（PDP）と BJPの連立政権が成立し，州首相に
PDPのムフティ・モハンマド・サイードが就任した。分離主義者によって 2月
₉日から11日にかけてゼネストが行われ暴力事件が起こり緊張が高まるなど，カ
シミール地域では政治の不安定化が慢性的になっているが，そのようななかでの
連立政権の船出であった。ムスリム多住地域のカシミールを支持基盤とし州の自
律性を強調する PDPと，ヒンドゥー教徒多住地域のジャンムー地域を支持基盤
とし中央との結びつきを強調する BJPでは国家統合や州自治について方向性が
異なり，政権の安定性が懸念された。たとえば州政府は 3月13日にインド国旗と
ともに「州旗」をすべての州政府機関は掲げるようにと通達を出したが，BJPの
反対で通達は撤回された。また ₄月 ₇日に州政府は中央政府の要求を受けて1980
年代末からの地域紛争でカシミールを離れたヒンドゥー教徒のブラーマン（パン
ディット）などの復帰ために特別区を設定するという要求を受け入れる案を明ら
かにしたが，これに対してカシミール地域では抗議のゼネストが11日に起こった。
　連立政権発足後も治安は安定しない。パキスタンと支配地域を分ける「実効支
配線」（LoC）を越えて侵入する勢力によるテロも起こっているが，中央政府に対
する州民の不満が噴出する形での治安悪化が多くなっている。たとえば ₇月17日
にはシュリナガルで，パレスチナとの連帯，州の独立，反インドを叫ぶ青年層を
中心とする抗議デモが起こり警察と衝突した。
　サイード州首相は，モディ首相の同州訪問を控えた10月30日に，かつてのヴァ
ジペイー首相（BJP）のような融和的態度をモディ首相にも望むと表明し，中央政
府の姿勢軟化を引き出すことによってカシミール地域の不満を和らげようとした。
しかし，そのような州政府の思惑はほとんど効果がなく，カシミールの不満に基
づく治安の不安定化は常態化している。同30日にシュリナガルでは分離主義武装
組織「純粋者の軍隊」（LeT）の戦闘員の葬儀に参加した住民が警察と衝突し，多
数の負傷者を出す事件が起こった。また，11月 ₇ 日にモディ首相が州を訪問した
が，抑圧的な法として知られる「軍特別権限法（ジャンムー・カシミール）」（1990
年）の撤廃など，期待された政治面での思い切った政策は発表されなかった。モ
ディ首相訪問に反対するカシミール地域の抗議運動は ₆日から始まり，警察など
と暴力的衝突が起こった。11日には同地域に対して外出禁止を含む強い治安維持
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措置が出された。
　連立政権が不安定で，かつ，治安が安定しない状況が続いているなか，2016年
1 月 ₇ 日にサイード州首相が死去した。次の州首相が決まらず ₉日には州知事に
よる「知事統治」が宣言され，州は中央政府の管理下に入った。

ヒンドゥー民族主義の拡散と社会的緊張の高まり
　BJP率いる NDA政権の発足以来，ヒンドゥー民族主義勢力の動きが活発化し
社会に不穏な影響を与えている。UP州メーラトでは，独立前からのヒンドゥー
民族主義政党である「ヒンドゥー大連合」がマハトマ・ガンディーを暗殺した
ゴードセーの像を暗殺日の 1月30日に建てようとしたが，同州の SP政権は警察
を動員して阻止した。またヒンドゥー民族主義勢力によるキリスト教教会への襲
撃も起こった。 1月12日にはビハール州ジェハナバード県， 2月 2日にはデリー，
3月15日にはハリヤーナー州ヒサール県で教会が荒らされた。モディ首相は 2月
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17日に教会への攻撃に関して暴力は容認しないと発言し，内務大臣ラージナート
も ₄月21日に反少数派の言動に政府は賛同しないと表明した。しかし，ヒン
ドゥー民族主義勢力の運動が引き起こす社会的軋轢に与党 BJPがどれだけ真剣
に対処しているのか疑問が呈されている。そのようななか，ハリヤーナー州ファ
リダバード県では 5月25日に古いモスクの所有権をめぐってヒンドゥー教徒とム
スリムの大規模な衝突が起き，多くのムスリム住民が村から避難する事件が起き
た。
　また，2014年10月の州議会選挙で BJP州政権が成立したハリヤーナー州，マ
ハーラーシュトラ州では， 3月にそれぞれ牛保護法，牛屠殺禁止法を成立させる
などヒンドゥー教徒の感情に沿う政策を打ち出しているが，それが社会的緊張を
高めている。マハーラーシュトラ州のムスリム団体は貧しいムスリムやダリトを
困窮させるものとして州政府を非難した。同州では BJPと連立を組む政党シヴ・
セーナーの反ムスリム，反パキスタン活動も社会的緊張を高めている。同党はパ
キスタンからの歌手の公演に反対し ₄月21日にプーネ公演，そして10月 ₆ 日にム
ンバイ公演を中止に追いやった。
　一方，連邦政府は BJPと密接に関連する民族奉仕団（RSS）のメンバーを政府機
関の要職に任命し，物議を醸し出している。 3月 1日には「インド歴史研究評議
会」が改組され，政府は議長に RSS系の学者を任命した。改組に伴って評議会
の機関紙の編集方針が大きく転換されたため編集長は ₄月19日に辞任した。 3月
2日には，政府は多言語で啓蒙的書籍を出版する「国立書籍トラスト」の議長に
元 RSS系雑誌の編集長を任命したが，それに伴って書籍の記述内容が変わるの
ではないかと懸念された。
　以上のような動きに対しては左翼勢力や少数派を代表する団体からたびたび反
対が表明されている。たとえば，ムスリムの権利擁護を掲げる「全インドムスリ
ム個人法協会」は 3月22日にヒンドゥー民族主義勢力が影響力を広げているとし
て非難し，また， ₉月 5日には政府は「ブラーマン的社会秩序」を押しつけてい
ると声明を発表した。
　ヒンドゥー民族主義の拡散により社会不安，とくにヒンドゥー教徒とムスリム
の間の緊張が目立つのは UP州である。 1月 ₄日にはアグラで両宗教徒間の暴力
事件が起き，緊張が高まった。 ₉月 ₄日にはアグラ近郊のシャムシャバードで暴
力事件が起きた。RSSと密接につながる世界ヒンドゥー協会（VHP）がムスリム
からの改宗運動を行っていることも緊張を高める要因となっている。そのような
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なかで ₉月28日にはデリー近郊のダードリーで牛を殺し肉を食べたという噂から
村人のリンチでムスリムの老人が殺害され衝撃を与えた。警察は BJP関係者が
扇動したとする報告を行ったが，危機感を抱いた連邦内務省は10月 ₆ 日に各州の
警察に宗教的感情につけ込むような事件に対して厳重な取り締まりを求めた。し
かし，UP州では緊張状況が続き，10月10日にはマインプリ県カダール地域で牛
が殺されたとの噂からムスリムとヒンドゥー教徒の間で暴力事件が発生した。
ダードリー事件後，UP州では両宗教徒間の緊張はさらに高まり，SP政権は中央
政府の準軍隊をカーンプル，カンノウジ，ファテープル各県に派遣するなど，押
さえ込みに懸命となっている。そのようななかでも緊張を高める事件は断続的に
起きている。UP州西部ではヒンドゥー大連合の指導者が予言者ムハンマドへ冒
涜発言を行ったとして12月14日にはムスリムの抗議運動が起こった。また州中部
のアヨーディヤーにラーマ寺院を建立することを訴える VHPは12月21日に同地
の VHP所有地に建立のための石材を搬入し，緊張を高めている。同地でラーマ
寺院建立のために起こった1992年12月のモスクの破壊事件は大暴動につながった
が，今回の動きも宗派間の暴力的対立を再燃させかねない。

経 済

　2015年のインド経済は，成長を高めるための経済のギアシフトにモディ政権は
もがきながらも，経済改革，そしてまた金融面ではある種の構造改革にもなる取
り組みを推し進めた。モディ政権がもがいているように映るのは，高い経済成長
が国民からの政権支持に重要であることをモディ首相が理解し，しかし思うよう
な形で進展していないことを示している。その滞りを象徴するのが，「国内政治」
でふれた土地収用法改正法案と GST法案の頓挫（2015年末現在）である。それで
も引き続き，新しい政策を打ち出し，規制緩和を進めてもいる。モディ政権の主
要な改革アジェンダが議会に代表される民主主義の仕組みに阻止され，それがか
えって成長一辺倒というわけではない経済運営となっているとの評価も可能であ
ろう。

高すぎる経済成長率？
　2015年のインド経済は，世界経済からみれば，堅調かつ高い成長率を記録して
いる。中国の失速を尻目に，インドは2015/16年度の GDP成長率が7.6％と予測
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され，ついに中国の経済成長率を上回る見通しである。また，インド経済自体も
GDP（旧）成長率は2012/13年度が4.5％，2013/14年度が4.9％（『アジア動向年
報 2014』）という足踏みを記録し，それが2014年の政権交代のきっかけのひとつ
ともなったのは記憶に新しい。今年度の7.6％という経済成長率は，主要先進諸
国を含めて世界的な経済の暗い先行き感のなかにあって，輝きを放っているとい
える。
　一方，国内的には，経済成長率が示すほどの実感を今ひとつ持ちづらい感も否
めない。経済が不調ではないことは確かだが，2015年 1 月末に GDP成長率の算
出方法と計測基準年が変更され，それまでに比べて 1～ 2ポイントほど高めに成
長率が出されている印象をぬぐえない。新しい算出方法と基準年による，また，
2016年 1 月29日に新たに改定された GDP成長率は，2012/13年度は5.6％（＋1.1），
2013/14年度は6.6％（＋1.7），2014/15年度は7.2％，そして既述のように2015/16年
度は7.6％である。だが別の指標からみると，7.6％を記録するわりには，今ひと
つさえないインド経済の姿が以下のように浮かんでくる。
　表 2は産業別実質成長率の推移をまとめたものである。全産業でみると，確か
に2015/16年度は2014/15年度よりも0.2ポイントほど高い成長率となっている。し
かし産業別で前年度を上回っているのは，農林漁業と製造業のみである。農林漁
業の大部分を占める農業は，前年度を上回るといっても2015/16年度は1.1％と，
2年続けてモンスーン季の雨不足の影響で低い成長率にとどまり，2013/14年度
と比べると大きく見劣りする。他方，製造業は2014/15年度の5.5％から2015/16年

表 2　産業部門別の実質成長率
� （％）

2013/14年度 2014/15年度 2015/16年度
全産業 6.6 7.1 7.3

農林漁業 3.7 -0.2 1.1
鉱業 5.4 10.8 6.9
製造業 5.3 5.5 9.5
電気・ガス・水道 4.8 8.0 5.9
建設業 2.5 4.4 3.7
商業・ホテル・運輸・通信 11.1 9.8 9.5
金融・保険・不動産・ビジネスサービス 7.9 10.6 10.3
地域・社会・個人向けサービス 7.9 10.7 6.9
（注）　2011/12年度を基準年とする要素価格に基づき算出。いずれも予測値または暫定値に基づく。
（出所）　インド統計・事業実施省中央統計局（CSO）のプレスノート（2015年 5 月29日および2016

年 2 月 ₉ 日付）に基づき筆者作成。
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度は9.5％と， ₄ポイントの大幅な上昇である。表 2をみる限り，製造業がイン
ド経済の成長を高めているかのようで，モディ首相が主導する「メイク・イン・
インディア」の成果が首相就任から 2年目に表れていると考えたいところである。
　ところが同じく統計・事業実施省が発表する鉱工業指数（IIP）（基準年：
2004/05年度）をみると，2014年12月は指数が185.9であるのに対し2015年12月は
183.4と，2.5ポイント減となっている。そのうち IIPの75％強のウェイトを占め
る製造業に至っては，同196.8から192.0へと4.8ポイント減を記録している。
　また，対前年同月比の貿易収支増減率を表した図 1より輸出（石油関連，非石
油関連別）をみると，2015年の年間を通じて一度も前年の2014年を上回った月が
ない。従来から輸出に占める比率がもっとも大きいのは石油関連製品だが，対前
年同月比で 5割程度もの減少率である。原油安は貿易収支の改善には資する一方，
輸出の稼ぎ頭である石油関連にも負の影響をもたらしている。この間のインド・
ルピーの対ドル為替レートは，2014年通年平均61.0ルピーから2015年は64.2ル
ピーへと，ドル高ルピー安に振れている。ルピー安にもかかわらず非石油関連輸
出が伸びていない点は気になるところである。
　さらに，代表的な株価指数である SENSEXは，年初終値の 2万7507.54から 1
月29日に終値史上最高値の 2万9681.77を記録したのち，趨勢としては株価を落
として12月31日に 2万6117. 54で年内の取引を終えた。この間， ₉月 ₇日に 2万
5000を割り込み，また12月中旬にも割り込みそうな雰囲気に陥った。したがって，
年末にかけて持ち直してはいるものの，年末終値は年初よりも低く， 1月末の最
高値からは12％もの減価となった。
　このように，2015年のインド経済は政府が発表する GDP成長率が示すほどに
は好調というわけではない。しかしそうはいっても，2015年の経済成長率は前年
を上回っていて，2012/13～2013/14年度の足踏みからは抜け出したとみて間違い
ないだろう。表 2をみれば，金融関連や商業・ホテル関連は10％前後の高い成長
率を記録している。過度な楽観視はできないとしても，サービス産業が底堅さを
示すなど，悲嘆するような状態にあるわけではないというのが，2015年のインド
経済である。

財政健全化に向けた舵取り，貿易・経常赤字の動向
　持続的な経済成長に不可欠なマクロ経済の安定に向けたインドの主要課題は，
財政の健全化と物価問題である。そして2015年は，いずれも原油安の恩恵に浴し
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ている。まず財政面について，高い経済成長を目指す現政権は財政規律への配慮
を怠らない姿勢は示しつつも，2015/16年度予算では財政責任・予算管理法
（FRBM法）が定める対 GDP比 3 ％以内の財政赤字という目標達成を，規則変更
で 1年先延ばしにした。同時に当年度上限を当初計画の対 GDP比3.6％から引き
上げたこともあり，新たな目標となった3.9％以内は達成できる見通しである。
目標値の引き上げによる財政赤字許容額の拡大は，主として雇用創出効果が大き
いインフラへの投資を目的とするものだが，公的資金の投入による経済の下支え
と浮揚をも意図した側面は否めないだろう。0.3ポイントに相当する額は7000億
ルピー程度である。
　財政赤字の対 GDP比目標達成に大きく資することになったのは，歳入面での
連邦物品税などの間接税収入の増加と，歳出面での原油安にともなう燃料関連の
補助金の削減である。一方で，前年度までに比べ2015/16年度は医療や教育といっ
た社会部門支出，また中央政府が資金を出すマハトマ・ガンディー全国農村雇用
保証計画（MGNREGS）などの大規模事業への支出が，財政制約を理由に抑制され

（注）　前年同月比。
（出所）　Reserve Bank of India, RBI Bulletin, 各号に基づき筆者作成。

図 １　20１5年月別貿易収支増減率（ドル建て）
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た点も無視できない。
　また， ₈月にはインド準備銀行（RBI）が中央政府に対し，6600億ルピー近くの
余剰配当金の支払いを行う旨の発表がなされた。これは前年度比20％以上の増額
で，80年の RBIの歴史でも最高額である。2015/16年度の財政赤字は 5兆6000億
ルピー程度と見積もられており，また先にみた対 GDP比財政赤字比率の0.3ポイ
ントの引き上げ相当額が7000億ルピー程度であることを考えると，決して小さい
額ではない。
　モディ政権が進めようとする公企業の持ち株売却・民営化も，財政赤字の削減
に資する側面もある。 1月には石炭インド公社（CIL）の10％分の持ち株売却で，
2255億7000万ルピーの売却益を上げた。2015/16年度予算でも当年度の目標売却
益を6950億ルピーとしている。しかし ₄～12月の達成益は1270億ルピー程度にと
どまった。
　財政の健全化にも関連する経常収支について，そのうちドルベースでみる貿易
収支は図 1にあるように， 3～ ₄， ₈，12月以外は対前年同月比でマイナス成長
である。通年でもマイナスであるが，赤字幅は前年に比較して縮小している。原
油安にともなう石油関連の輸入額の落ち込みは，貿易赤字削減に大きく資してい
る。貿易収支の改善もあって，今年の経常赤字の対 GDP比も昨年と同程度の 1
～1.5％の範囲に収まるものとみられる。
　財政の健全化にはまだ道半ばだが，このように財政赤字と経常赤字の水準は危
険領域にあるわけではない。むしろ，ことインドに関する経済ファンダメンタル
ズ（基礎的条件）としては評価できるポジションである。経済ファンダメンタルズ
のもうひとつの重要指標である物価について次にみる。

物価の推移，物価のマネジメントの諸相
　RBIのラグラーム・ラージャン総裁は2013年 ₉ 月の総裁就任以来，物価抑制に
断固たる姿勢を示し，2014年 1 月までに 3度の政策金利（レポ・レート）の引き上
げを実施した。その成果もあって，とくに2013年下期には10％超の水準に上昇し
ていた消費者物価指数（CPI）で測った物価上昇率も2014年 ₆ 月以降， ₈ ％を下回
る水準となった。その後，原油価格の下落にともない，物価上昇率も 3～ 5％台
に落ち着きをみせている。2015年12月末は5.6％であった。
　原油安の物価への影響は図 2からも明らかである。卸売物価指数（WPI）の変化
率は2014年11月から対前年同月比でマイナスを記録しているが，これはWPI燃
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料・電力の同月からの大幅な下落を反映させている。2015年末にかけてWPIは
上昇基調にあるが，2015年を通じてWPIの変動率はマイナスの領域にあった。
　ラージャン総裁は当初から CPIを重視し，またその上昇率を ₆ ％以下にする
ことを目指していた。2014年11月以降物価上昇率が 5％を下回ると，2015年 1 月
15日に RBIは緊急政策会合を開き，レポ・レートを 1年 ₈カ月ぶりに引き下げて，
25ベーシス・ポイント減の7.75％とした。引き下げは 2月上旬となることが予想
されていたところでのサプライズで， 1月末に SENSEXが終値最高値を記録し
た伏線にもなっている。
　このようななかで RBIと政府は 2月20日，インフレ・ターゲッティングの設
定に合意した。合意では2016年 1 月時点での CPIの上昇率を ₆％以下とすること，
また2016/17年度以降はそれを ₄± 2 ％，つまり物価上昇率を 2～ ₆ ％の範囲と
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（出所）　WPIについてはインド商工業省経済諮問室（OEA）のウェブサイト（http://www.eaindustry.

nic.in/）のデータ（基準年：2004/05年度）に，CPIについては，2015年4月以降（基準年：2012
年）はインド財務省 Economic Survey 2015-16のデータに，それ以外は統計・事業実施省コン
ピュータ・センターのサイト上での作表データ（http://164.100.34.62:8080/TimeSeries_2012.
aspx および http://164.100.34.62:8080/TimeSeries.aspx）に，また，CPI工場労働者については
労働・雇用省（http://labourbureau.nic.in/indtab.html）のデータ（基準年：2001年）に基づき筆者
作成。

図 2　物価上昇率の推移
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するとし，達成できなければ RBIは政府に説明責任を負う。結論からいうと，
その2016年 1 月の CPI暫定変化率は5.7％で，目標達成となった。2014年後半以降，
原油安を受けて物価は大きく下落基調にあること，また2015年を通じて CPIは
安定的に推移していたことから，目標達成を疑う向きはなかった。
　しかし，インフレ・ターゲッティング合意前の 2月12日，統計・事業実施省中
央統計局（CSO）は実態をより正確に反映させる必要があるとして，CPI計測基準
年を2010年から2012年に変更したが，これが CPI上昇率が低めに表れる要因で
ある可能性がある。新基準の CPIは食料品のウェイトが旧基準より低いため，
2015年末にかけてWPI食料農産物でみられるような食品物価が反映されづらい。
図 2には旧基準年に基づく CPI（2014年12月まで），および2001年を基準年とする
CPI工業労働者の各上昇率も掲載したが，これらと比較して新基準年による CPI
上昇率の2014年後半以降の下振れ感は否めない。もしそうだとしたら，旧 CPI
に基づく金利政策すなわち金利の引き下げの程度や速度は実際よりも緩やかなも
のになっていただろう。インフレ・ターゲッティングをまさかいきなり達成し損
なっていたなどということはなかっただろうが，金利負担増から，経済成長率は
その分低くなっていた可能性がある。ともあれ，インフレ・ターゲッティングの
導入はインドのマクロ経済の安定に有効として，好意的に受け止める意見が多数
を占める。歴史的に物価変動の激しいインドにあって，大胆で，長期的にも機能
していくようであれば，記念碑的な一歩と評価できる。
　さて，RBIはインフレ・ターゲッティング合意後， 3月 ₄日，企業活動への悪
影響の懸念から ₄月のレポ・レート引き下げを大方の予想どおり見送ったのち，
₆月 2日，そして ₉月29日の年内計 ₄回にわたってレポ・レートを引き下げ，
CPIをにらみながらの金融緩和に舵を切った。2015年末現在のレポ・レートは
6.75％と， 1年で125ベーシス・ポイントの引き下げである。
　 ₆月のレポ・レート引き下げの際に，ラージャン総裁は長引く企業投資の弱さ
をその理由に挙げている。また産業界の要望でこの ₆月を除いて， 1月と 3月は
予想されていなかったタイミングでの，そして ₉月は50ベーシス・ポイントとい
う引き下げ幅の面でのサプライズであった。ラージャン総裁の懸案事項は，RBI
が政策金利を引き下げても市中銀行がそれに追随せず金利が高止まったままで，
結果，企業への貸し出しも進まず，したがって投資に結びつかないという構図で
ある。銀行が貸し渋るのは，抱える不良債権（NPAs．主要19行の第 3四半期［ ₇
～ ₉月］の NPAは計 2兆6000億ルピーに上ると報じられている）の重しのために
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積極的に動けないことが大きい。これに加えて，インドでは銀行の資金基盤が預
金に偏重しており，政策金利の変更に反応しづらい点も挙げられる。この悪循環
の要因である銀行の不良債権の処理問題，そして銀行システムの改革は，銀行を
統括する立場にある中央銀行トップに課せられた課題である。また公営銀行の健
全化は政府の責任でもあり，政府は ₈月，向こう ₄年で7000億ルピーの資本注入
を行うと発表している（初年の本年度は2500億ルピー）。
　いずれにしてもラージャン総裁はこのように，金融緩和を通じて，結果として
経済や投資を活性化させたい政府を後押しする形になっている。しかし一方で，
RBI・ラージャン総裁の物価抑制を至上命題とするスタンスと，投資の活性化を
促したい政府の間には軋轢もあり，不協和音が漏れ伝わることもある。 ₇月23日，
財務省が発表したインド財政条例草案には，合議・過半数の支持により政策金利
を決定する金融政策委員会を新設し，その全 ₇人の委員の過半数を政府が指名す
ること，RBI総裁の金融政策の決定に関する拒否権をはく奪すること，などと
いった RBIの監督機関としての独立性を損なうような提案が盛り込まれていた。
この提案に対し著名な投資格付け会社もインドの格下げを検討する可能性を示唆
するなど，各方面から批判が集まった。もし草案にあるままの形で規制に変更が
加えられたとしたら，そのような金融システムの不健全性がかえってインド経済
の評価を落とし，結果，経済成長や投資にマイナスとなってしまうことは容易に
推測がつきそうなものである。裏を返せば，そうまでしても政府は経済や投資の
活性化を渇望しているということである。

モディ政権の経済改革，金融面でのある種の構造改革の進展
　いっそうの経済の活性化に向けて，政府も手をこまぬいているだけではない。
RBIが 2度目の金融緩和を実施した 3月 ₄日，長らくの懸案であった保険法改正
法案が連邦下院議会を通過，最終的に 3月23日付で保険法（改正法）が施行された。
これによりインドの保険会社への外国直接投資（FDI）上限が26％から49％に引き
上げられ，外資系保険会社の参入が進むことが期待されている。同時に本改正に
より，年金分野にも同じく49％までの外資参入が認められることになった（ ₄月
27日通達）。外資関連政策ではこのほか49％までの外国ポートフォリオ投資（FPI）
による複数ブランド小売，保険，年金，医薬品などの分野への自動承認ルートで
の参入許可や（ ₇月30日），銀行，メディア，建設・不動産などの15分野での規制
緩和が発表されるなど（11月24日通達），2015年は大きな進展がみられた。
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　保険や年金領域への外資参入に関する規制緩和は，外資の持つノウハウのイン
ドへの移植・活用や資本強化による産業競争力の向上だけでなく，保険会社が持
つ資金や年金基金の市場運用による，有価証券市場の活性化をも視野に入る。実
際，従業員規模20人以上の企業が原則加入する従業員退職準備基金（EPF）スキー
ムおよび従業員年金スキーム（EPS）の基金は2015年 ₄ 月，基金増加分の 5％相当
額（開始時相当額は500億ルピー）の上場投資信託での運用が始まった。ちなみに
公企業の持ち株売却では，期待するほどに買い手がつかないことから，インドで
最大の保険会社で，また最大規模の資産運用をするインド保険公社（LIC）がその
売却株引き受けという形で，近年ますます存在感を増している。
　また，社会保障に関して，2015/16年度予算案でも言及された「人々の保護」
（Jan Suraksha）と銘打つ簡易の社会保障諸スキームの開始（ 5月 ₉日）は重要な動
きである。人々の保護諸スキームは，傷害保険の「首相による傷害保険計画」
（PMSBY），年金計画の「アタル年金計画」（APY．アタルは元 BJP党首のヴァジ
パイー元首相の名前であると同時に，「安定した・揺るがない」の意），そして生
命保険の「首相による人生の灯火保険計画」（PMJJBY）の 3つで構成されている。
いずれも制度のカバレッジが不十分で，正式に制度化された社会保障として認め
るのは難しい。事実，アメリカは取り組み不十分として，インドとの社会保障に
関する二国間協定の締結を見送っている。しかし国民皆保険および皆年金が大き
く未達のインドの歴史に照らせば，人々の保護諸スキームの開始の意義は決して
小さくはない。PMSBYは2016年 1 月 1 日現在，銀行登録ベースでの延べ加入数
が9280万件，PMJJBYは同2930万件以上，そして APYは2016年 1 月中旬には190
万人ほどの加入と，全体としては急拡大をみせている。
　これらの 3スキームはいずれも，前年 ₈月開始の「首相による人々のお金計
画」（PMJDY）のもとでの開設口座と結び付けられる。PMJDYは銀行に口座を持
たない貧困世帯や農村部で金融機関へのアクセスが限られている世帯に残高ゼロ
でも口座を開設させて「金融包摂」を実現しようとするもので，預金高以上の借
り越しを5000ルピーまで認め，また10万ルピーの傷害保険を付帯する貧困層・低
所得者を主として対象とするデビット・カード「RuPay」と連動している。
PMJDYによる口座開設はすでに 2億口座を上回り，RuPayカードの ATM等で
の使用者数も9000万人は下らないとされる。残高ゼロでは口座開設には意味がな
いという批判も当初はなされたが，現在では 3分の 2程度の口座に残高が確認さ
れるまでになっている。
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　金融包摂に関しては RBIも ₈月20日，預金上限を10万ルピーとする小口の決
済銀行の設立認可をアディティア・ビルラ・ヌーヴォーやリライアンス・インダ
ストリーズなど11組織に与えている。さしあたりは18カ月の暫定認可で，法規制
遵守などに問題がなければ正式な免許に切り替える。
　金融包摂が目指す銀行口座開設の普及は，補助金を受益者に直接給付すること
で費用を抑え，かつ補助金をめぐる汚職の撲滅にも資する手当直接給付（DBT）の
普及も進めやすくなる。DBTは今日，42の事業で活用されている。DBT化や社
会保障の導入には受益者の確定が必須で，国民の身分証明が重要となる。最高裁
命令で給付受給の必要条件とはなっていないが，固有身分証明番号「Aadhar」の
果たす役割は大きくなっている。
　そして，携帯電話・スマートフォン，インターネットという情報通信技術によ
るオンライン化・デジタル化や情報インフラの整備で移動性＝モビリティの向上
を重視することで，金融包摂は補強される。これをモディ政権は「JAMビジョ
ン」（J=Jan Dhan［人々のお金］，A=Aadhar，M=Mobile）と銘打ち，力を入れてい
る。人々のエンパワメントを JAMではかる，という位置づけである。
　こうした動きに対して福祉から政府によるパターナリズムへの移行であるとい
う批判もあるが，善し悪しは別に重要なのは，購買力等々という経済面にかぎら
ず，人々の生活や判断・意思決定に「お金」の存在感が速度を増してインドで大
きくなっていくという点である。共同体に埋没しがちな「個」（社会のなかの
個々の家計や個人）の顕在化を促すような，生活様式や伝統的な慣習をも変えう
る意識の変化にはとどまらない，ある種の構造改革の進展をここにみることがで
きる。Aadharや DBTは前政権が開始したものだから，政権交代でこの動きが断
ち切られるとは考えづらい。
　最後に，中小・零細企業に関する政策では，社会主義型社会を目指したインド
を象徴する経済政策のひとつ，小規模零細企業の保護育成を目的とする生産留保
が ₄月13日，最後の20品目の留保の廃止をもって終止符を打ったことが特筆され
る。 ₈月15日には起業の促進と，起業による雇用創出を促す取り組み「スタート
アップ・インディア，スタンドアップ・インディア」の開始がモディ首相の独立
記念日の演説で発表された。まずは宣伝コピーで関心を引こうとする，モディ政
権のキャッチーな呼称戦略は2015年も健在である。
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対 外 関 係

域外主要国との関係
　アメリカ，ロシア，中国，日本など域外大国との関係は安定的に推移した。
　アメリカとは良好な関係が続いている。 1月26日の共和国記念日の主賓として
オバマ大統領が25日に来訪した。オバマ大統領とモディ首相との共同声明では防
衛協力を強化するとともに，ジェットエンジンや航空機など防衛関連装備の共同
開発，共同生産の可能性を追求すること，民生用原子力協力については原子力災
害時にメーカーに大きな責任を負わせる2010年の原子力損害賠償法に対処するた
め保険機構を設立することでアメリカ原子力企業の輸出を促すこと，気候変動緩
和のためのクリーンエネルギーの開発や低炭素経済への転換のために両国の協力
を強化すること，日米印 3カ国協議の重要性の認識などを明らかにした。
　両国関係では，イランの核開発問題で交渉を続けてきた ₆カ国が ₇月14日に最
終合意に至り，イランのウラン濃縮能力を厳しく制限する代わりに経済制裁を解
除することが決まったことも重要であった。アメリカはイランへの制裁に加わる
ようにインドに求めてきたが，インドは必ずしも求めに応じてこなかった。今回
イラン問題が解消されることで両国関係の障害のひとつが解消された形である。
₈月21日にはモディ首相とオバマ大統領間のホットラインが開設された。
　ロシアとの関係も順調である。 2月21日には両国は第 5世代戦闘機開発で基本
的に合意し， 5月 ₈日にはロシアの戦勝記念日に出席したムカルジー大統領は
プーチン大統領と会談し，伝統的な友好関係を確認した。 ₇月10日にはロシアの
ウファで開かれた上海協力機構の会合にモディ首相が出席し，インドは同機構の
フルメンバーとなることが決まった。また，モディ首相は年次首脳会議で12月24
日にモスクワを訪問し，原子力開発，石油，太陽発電，鉄道，ビザなど16分野の
協力協定に署名した。両首脳は政治や防衛分野などで両国間の戦略的パートナー
シップを強化することも表明した。
　中国との関係は国境問題で緊張はあるが，全体的には安定的に推移した。 3月
23日にはデリーで両国間の境界問題に関して第18回特別代表会議が開かれ両国間
の境界地域での平和を維持するために必要な措置をとることを確認した。続いて
₄月10日に北京で年次防衛対話が開催され，境界地域の平静の維持，信頼醸成な
どが協議された。
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　インドは 5月12日にはパキスタン支配下にあるカシミールで中国がインフラ建
設を行うことに抗議した。これは， ₄月20日に習近平国家主席がパキスタンを初
めて訪問した際に新疆ウイグル自治区からパキスタンのグワダル港を結ぶ道路や
産業インフラ建設計画である「中国・パキスタン経済回廊」への本格的支援を始
めることを表明したことへの反発でもあった。しかし， 5月14日にモディ首相が
年次会合で訪中した際にはインド側は中国と周辺諸国で対立が続く南シナ海問題
については触れないなど配慮を見せている。モディ首相は14日には西安市で習近
平国家主席と，15日には北京で李克強首相と会談した。会談では双方は戦略的協
調を進め，宇宙や原子力発電の分野で協力することなどを確認し，貿易，鉄道，
教育など24分野での協力に合意した。　
　このように国境問題では対立するが，全体的には信頼醸成という方向性には変
化はない。 5月26日には中国政府は北東部の，いわゆる「マクマホン・ライン」
において国境は確定していないとの従来の立場を明らかにした。しかし， ₈月19
日にはインドは ₉月 3日に行われる中国の戦勝記念日に出席を決定し，外務国務
大臣 V・K・シンが出席した。また11月19日に両国はお互いの内務省を結ぶコ
ミュニケーションを強化する仕組みを設立することを決定している。
　日本との関係は良好な状態が続いている。年次首脳会合で12月11日にデリーを
訪れた安倍首相は翌日モディ首相と会談した。今回の訪問では，防衛関係が強化
されたことが特徴である。防衛装備移転や共同開発を可能とする基礎となる，防
衛装備品・技術の目的外使用や第三国移転に関する管理を定めた協定，国家安全
保障上重要な情報を交換する場合，受け取る政府が情報を保護することを定める
協定などが結ばれた。またインドとアメリカが行ってきた海軍合同演習「マラ
バール」に，日本が正式に参加することも決定された。これまでも海上自衛隊は
たびたびマラバール演習に参加しており，それを正式化するものである。一方，
経済面では高速鉄道に関する協力覚書が結ばれムンバイとアーメダバードを結ぶ
路線に日本の新幹線方式が採用されることが決まった。懸案となっている民生用
の原子力協力に関しては「原子力の平和的利用における協力のための協定に関す
る覚書」が結ばれ協定の締結にむけて基本的に合意した。
　周辺諸国との関係は以下のようである。

パキスタン
　パキスタンとは関係改善が進まない。最大の要因はカシミール問題である。カ
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シミールは 3度にわたる印パ戦争の停戦ラインである「実効支配線」（LoC）を挟
んで，緊張関係が続いている。インドは上述のように 5月12日にパキスタンの支
配下にあるカシミールで中国がインフラ建設を行うことに抗議した。また LoC
地域では銃撃や砲撃がたびたび起こり緊張緩和を妨げている。 ₆月から ₈月にか
けて，銃撃戦でインド側は国境警備隊や軍の兵士数人が死亡した。11月 2 日にも
砲撃により軍の兵士 2人が死亡している。
　ただし，このような状況でも緊張緩和の話し合いは継続している。ロシアのウ
ファで開かれた上海協力機構の会合でモディ首相とパキスタンのナワーズ・シャ
リーフ首相が ₇月10日に会談し，両国の国家安全保障審議官や軍および国境警備
隊の指導者レベルの会談を行うこと，また，2008年11月にムンバイで起こった大
規模テロ容疑者のパキスタンでの裁判を促進することなどを取り決めた。
　しかし，両国の国家安全保障審議官の会談は ₈月23日会合予定の直前になって
中止となった。インド外務省は来訪するパキスタンの審議官がカシミールの分離
主義グループと接触しないこと，議題をテロの問題に限ること，という制約を付
けたが，パキスタン側がこれに反発したためである。一方，両国の国境警備隊の
話し合いは ₉月11日にパキスタン武装警邏隊の代表団16人がデリーを訪問し行わ
れた。会合では近年銃撃戦や不法侵入が多発しているジャンムー地域で平穏を維
持することなどが話し合われた。
　カシミール問題については11月16日にカシミール分離主義組織の「民族自決」
の運動を賞賛するシャリーフ首相の手紙が明らかにされ，BJPは反発したが，緊
張緩和の姿勢は継続されている。12月25日にはモディ首相がロシア訪問の帰途，
アフガニスタンのカーブルとパキスタンのラホールを電撃的に訪れ関係者を驚か
せた。インド首相がパキスタンを訪問するのは2004年以来となった。両国首脳の
会談では「革新的」な外交が必要とされるとし，話し合い継続の重要性が強調さ
れた。

ネパール
　インドとネパールの関係は ₉月以降悪化した。ネパールでは2014年 1 月に第 2
次憲法制定議会が成立し，ネパール国民会議派とネパール共産党統一マルクス
レーニン主義派の連立政権が成立したが，連邦制の形態などをめぐり野党との妥
協がならず，2015年初めまで憲法制定に至らなかった。インドはネパールの政情
不安は望むところではなく， ₄月 3日に外務次官が憲法制定で妥結に達すること
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を望むとのモディ政権の希望を伝え妥結を促した。状況が変わったのが ₄月25日
のネパール大地震であった。インド自身も多くの死傷者を出したが，インド政府
はネパールに迅速に大規模な救援隊と救援物資を送った。その背景には近年，経
済援助などによってネパールでプレゼンスを増している中国への対抗という意味
合いがある。救援活動では中国も迅速に活動を開始した。このような状況がネ
パールの与野党が政争を控え協力することを促した。すなわち，大地震による
人々の苦境と復興に迅速に対処する必要性があるなかで，インドや中国など外国
の救援活動が活発なのに比べて，ネパール政府が役割を果たしていないという
人々の批判が，ネパールの政党間の協力を促したのである。
　ネパールの憲法制定議会は ₉月16日に新憲法をようやく承認した。新憲法は国
を ₇州からなる連邦制としたが，しかし，州の境界をめぐってインドの平野部か
ら続く「テライ」地方の「マデーシー」や「タールー」といわれる人々は，州境
が彼らの分断を招く，議席数が少ないとして反発した。19日には，モディ首相の
特使として派遣されたインド外務次官も，新憲法制定は歓迎しつつも，マデー
シーやタールーの人々の賛成を得られていないとして性急な発布に疑問を表明し
た。そのようななかで新憲法は20日に発布された。
　しかし，テライ地方の民族紛争は収まらず，それがインドからの燃料輸送の妨
害に繋がり，生活を直撃した。ネパールは「燃料封鎖」にインド当局が関わって
いるとして非難し燃料を中国から輸入する。10月28日にネパール国営石油会社は
北京で中国の石油会社と燃料を輸入する覚書に調印した。しかし，険しい山脈に
阻まれて輸入量はネパールの必要に遠く及ばないため，ネパールでは燃料不足が
深刻化し，電力不足，医薬品不足を引き起こしており，インドに対する反発が大
きくなっているが，モディ政権の歩み寄りは見られない。

バングラデシュ
　1947年の印パ分離独立以来，両国の国境地帯に残っていた「飛び地」の領土を
相互に交換し整理する合意が ₇月31日の深夜，発効した。バングラデシュ独立後，
1974年には両国間で「インド・バングラデシュ国境合意」が結ばれ国境の大部分
は確定したが，「飛び地」など未確定部分が残り，1986年の協議でも決着がつか
ないでいた。しかし，バングラデシュでアワミ連盟政権成立後，2011年には両国
の国境地図が確定され，ダカで国境の最終的な確定のための「国境合意」を施行
するための議定書が調印された。今年に入りインドは 5月 ₇日に憲法改正を行い
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国境の変更にむけて準備が整った。 ₆月 ₆日にはモディ首相とママター・バネル
ジー西ベンガル州首相がダカを訪問し，両国間で批准文書を交換した。
　同日にはモディ首相，シェイク・ハシナ・バングラデシュ首相，およびバネル
ジー州首相により両国を結ぶコルカタ－ダカ－アガルタラ，および，ダカ－シロ
ン－グワハティ路線のバス運行が開始され友好ムードを高めた。また翌 ₇日には
共同声明が発表され，そのなかで問題となっているブラフマプトラ河支流の
ティースタ川の河川水利用をめぐる対立は速やかに解決するとの発表がなされた。
同問題に重要な利害関係を有するバネルジー州首相は2011年の時には解決の見通
しがつかないことに反発してダカ訪問をキャンセルしたが，2015年に入り 2月21
日にバングラデシュ・ダカ訪問中ハシナ首相と会談し，問題解決にむけて進展が
期待できると見通しを表明した。それが今回の参加につながった。両国および西
ベンガル州が合意したことで解決へむけての道筋が見えつつある。
　領土交換は ₇月31日深夜に発効し，バングラデシュ側に残っていたインドの飛
び地111カ所，インド側のバングラデシュの飛び地51カ所がそれぞれバングラデ
シュとインドに所属することになった。インド政府は10月13日にバングラデシュ
との領土交換でインドにとどまったものにインド市民権を与えることを決定した。

20１6年の課題
　2016年の課題は，内政面では，行き詰まっている GST法案などを通過させ，
改革の勢いを取り戻すこと，今や諸外国も注意を向け始めているヒンドゥー民族
主義の拡散による社会的緊張の高まりに対処することが重要である。対外関係で
はインドに対するネパールの不満を和らげ，一方，パキスタンとは引き続き緊張
緩和・信頼醸成の努力を続けていくことが求められる。
　経済については，2016/17年度の GDP成長率は2015/16年度を下回る ₇～7.5％
との見通しが示されている。ただしアメリカ連邦準備制度理事会（FRB）の利上げ
や世界経済の先行き不透明感など，下振れリスクは排除できない。国民の政権支
持には高い経済成長が不可欠であるため，2016年も引き続き新政策の発表や規制
緩和の取り組みの進展が予想される。銀行の NPAsの処理問題にめどをつけるこ
とも課題である。

（近藤：地域研究センター南アジア研究グループ長）
（太田：地域研究センター）
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1 月 1 日 ▼ 解散された計画委員会に代わり
「国立インド変革研究委員会」（政策委員会）
が設立。会議派や左翼政党非難。元コロンビ
ア大学教授のアルビンド・パナガリヤが副議
長（実質的には同委員会の長）に就任。
6 日 ▼全インド規模の石炭鉱山ストライキ，
₅日間の予定で開始，翌 ₇日終了。
11日 ▼ 第 ₇ 回バイブラント・グジャラー
ト・サミット開催（～13日）。
12日 ▼ ウッタル・プラデーシュ（UP）州ラ
クナウ近郊で密造酒により39人死亡（～15日）。
15日 ▼インド準備銀行（RBI），レポ・レー

ト（市中銀行への短期貸出金利）を25ベーシ
ス・ポイント引き下げて7.75％に。

▼ サン・グループ，LCCのスパイス・
ジェットの全株式を売却。

▼インド証券取引委員会（SEBI），2015年
SEBI（インサイダー取引禁止）規則を発表。
25日 ▼共和国記念日の主賓としてオバマ米
大統領来訪。モディ首相と会談。民生用原子
力協定の実施などに関して議論。
30日 ▼政府，石炭インド公社（CIL）の持ち
株の10％売却。売却益は2255.7億ルピ

ー 。
2 月 2 日 ▼デリーでキリスト教会襲撃事件。
5 日 ▼ 中央政府，アーンドラ・プラデー

シュ（AP）州とともにテーランガーナー州に
も税制上の優遇措置を決定。
8 日 ▼政策委員会，第 ₁回目の会議を開催。
9 日 ▼カシミール地域で分離主義グループ

によりゼネスト（～11日）。 
10日 ▼デリー首都圏州議会選挙開票。庶民

党が圧勝。14日に A・ケジュリワル，州首相
に就任。

▼ビハール州ジャナター・ダル（統一派）
（JD［U］）のニティシュ・クマール派，デリー
に到着。ビハール州議会で同派が多数派であ

ることを大統領の前で示す。
12日 ▼消費者物価指数の新基準年を2012年

（=100）に変更。
14日 ▼最高裁命令の取り消しに伴う，第 ₁
回目の石炭鉱区入札実施（第 ₂回目を ₃月，
第 ₃回目を ₈月に実施）。
20日 ▼ RBIと財務省，インフレ・ターゲッ
ティングの実施に合意。2016年 ₁ 月時の消費
者物価上昇率を ₆％以下とすることに。
21日 ▼インドとロシア，第 ₅世代戦闘機の
共同開発で合意。
22日 ▼ ビハール州 JD（U）政権，州首相が

マンジーからニティシュ・クマールに交代。
閣僚も交代。
26日 ▼ 2015年度鉄道予算発表。
28日 ▼ 2015年度予算発表。
3 月 1 日 ▼ジャンムー・カシミール州でジャ
ンムー・カシミール人民民主党（PDP）とイン
ド人民党（BJP）の連立政権成立。首相に PDP
のムフティ・モハンマド・サイードが就任 ｡
4 日 ▼マハーラーシュトラ州政府，ムスリ

ムへの ₅％の留保を教育機関に設定する前政
権の措置を取り消す。一方で，マラーターへ
の留保措置法案を提出。

▼ RBI，レポ・レートを25ベーシス・ポイ
ント引き下げて7.50％に。

▼保険法改正法案が連邦下院を通過（上院
は12日に通過，23日付で官報掲載・施行）。

▼ 連 邦 政 府，800 MHz，900 MHz，1800 
MHz，2100 MHz 帯の周波数入札の開始（～
25日）。
10日 ▼土地収用法，連邦下院を通過。
17日 ▼最高裁，中央政府の「その他後進階

級」（OBCs）リストにジャートを含めること
はできないとの判断。統一進歩連合（UPA）政
権の留保通知を破棄。

重要日誌 インド　2015年
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20日 ▼鉱山・鉱物（開発と規制）法案，およ
び石炭鉱山（特別規則）法案が連邦上院を通過
（連邦下院は順に ₃日， ₄日に通過）。
23日 ▼インドと中国，境界問題に関して第

18回特別代表会議。 
27日 ▼ ラージャスターン州政府，パン
チャーヤト選挙への立候補資格として最低教
育年数を定める。
4 月 1 日 ▼ 全国健康保険計画（RSBY）の所管
が労働雇用省から保健・家族福祉省に変更。

▼外国貿易政策（2015～2020年）発表。
3 日 ▼大統領，再度，土地収用令を裁可。
6 日 ▼インド軍によってイエメンから1000

人のインド人救出。 
10日 ▼北京でインド・中国，年次防衛対話。
両国間の境界をめぐる緊張の緩和を協議。 

▼モディ首相，フランス，ドイツ，ロシア
を訪問（～13日）。
13日 ▼連邦政府，中小企業の保護育成を目

的とした生産留保品目について，最後の20品
目の留保を廃止。
15日 ▼カナダを訪問中のモディ首相，カナ
ダからウランを購入する契約に署名。
21日 ▼シヴ・セーナーの脅迫によってパキ

スタン人歌手のプーネ公演が中止。 
25日 ▼ネパール大地震。インドでも死傷者。
インド政府，ネパールに救援隊。
27日 ▼産業政策振興局，年金分野への外国
直接投資（FDI）の上限を49％までに引き上げ
る旨，通達。
29日 ▼ 都市開発新プロジェクト「スマー
ト・シティ・ミッション」と「回復・都市変
革アタル・ミッション」を閣議了承。
5 月 6 日 ▼物品・サービス税（GST）法案が連
邦下院を通過。
9 日 ▼「人々の保護」と銘打つ簡易の社会

保障スキームとして，傷害保険（PMSBY），

生命保険（PMJJBY），年金計画（APY）が開始。
11日 ▼カルナータカ高裁，元タミル・ナー

ドゥ（TN）州首相 J・ジャヤラリターほか ₃人
を釈放。

▼ BRICSの ₅カ国が創設した新開発銀行
（BRICS銀行）の総裁に元 ICICI銀行会長の
K・V・カマートが就任。
12日 ▼ FDI統合政策を開始。
14日 ▼モディ首相，訪中（～16日）。習近平
国家主席，李克強首相と会談。引き続きモン
ゴル（17日），韓国（18日）訪問。
21日 ▼ 連邦政府，非居住インド人（NRIs），

インド国外市民（OCIs），インド系移民（PIOs）
による本国非送金投資を国内投資と扱うこと
を発表。
23日 ▼ジャヤラリター，TN州首相に復帰。
26日 ▼中国政府，マクマホン・ラインを認

めないとの立場を明確化。 
31日 ▼大統領， ₃度目の土地収用令を発令。
6 月 1 日 ▼サービス税が本日から14％に引き
上げ。
2 日 ▼ RBI，レポ・レートを25ベーシス・

ポイント引き下げて7.25％に。本年 ₃度目の
利下げ。
6 日 ▼モディ首相とママター・バネルジー

西ベンガル州首相，バングラデシュのダカ訪
問（～ ₇日）。両国，「国境合意」を承認。
9 日 ▼軍とアッサム・ライフル，ナガラン

ドとマニプルのミャンマー国境近くで掃討作
戦。50人以上殺害。軍，ゲリラ捕捉のため
ミャンマー領に侵入と発表（10日）。
18日 ▼マハーラーシュトラ州ムンバイで変

造アルコール飲料を摂取後102人が死亡（～23
日）。

▼「2020年までにすべての人々に住居を」
スキームを開始。
21日 ▼国際ヨガの日。
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29日 ▼ マディヤ・プラデーシュ（MP）州で
2013年に発覚した政府職員採用に関する汚職
疑惑に関して，これまで25人が死亡との発表。
州首相 S・S・チョーハン，中央捜査局（CBI）
の捜査を求める（ ₇月 ₇日）。

▼チェンナイ・メトロ，アランドゥール駅
－コヤンベドゥ駅間で運行開始。
7 月 1 日 ▼モディ首相，より野心的なデジタ
ル・インディア・プログラムの開始を発表。
3 日 ▼ 携 帯電話番号ポータビリティ

（MNP）をインド全土で開始。
6 日 ▼モディ首相，中央アジア諸国および

ロシア訪問（～13日）。ロシアで上海協力機構
（SCO）首脳会議出席。10日，モスクワでパキ
スタンのシャリーフ首相と非公式会談。
7 日 ▼ BRICS銀行，モスクワで第 ₁回総会。
18日 ▼カシミールの実効支配線（LoC）でパ
キスタンと銃撃戦。
21日 ▼ BRICS銀行，上海で開業。
30日 ▼ 1993年のムンバイ連続爆破事件の犯
人ヤコブ・メノンの死刑が執行。 

▼連邦政府，49％までの外国ポートフォリ
オ投資（FPI）による複数ブランド小売，保険，
年金，医薬品などの分野への自動承認ルート
での参入許可を発表。
31日 ▼ インドとバングラデシュが合計162

カ所の飛び地領土を交換。 
8 月 3 日 ▼政府，ナガランドの分離主義組織
ナガランド・ナショナリスト社会主義評議会
（イサクー・ムイヴァー派）と平和合意のフ
レームワーク締結。
7 日 ▼モディ首相， ₈月 ₇日を全国手織り

機記念日にすることを発表。
11日 ▼最高裁判所，社会保障などの受給資

格に国民身分証明書（Aadhaar）の保持を必要
条件としない旨の中間命令。
15日 ▼モディ首相，独立記念日の演説で起

業と起業による雇用創出を促す「スタート
アップ・インディア，スタンドアップ・イン
ディア」を発表。
22日 ▼グジャラート州でパテール・カース

トが OBCsの認定，留保を求め運動。州政府
は要求を拒否（23日）。運動は暴力化し，軍と
中央政府治安部隊を投入（26日）。
30日 ▼モディ首相，土地収用に関する大統
領令は失効させることを表明（31日失効）。既
成の土地収用法に関しては13点の規則を改正
し，農民の利益を保障。
9 月 2 日 ▼主要な10労働組合組織，政府の労
働法改正政策に反対して大規模ストライキ。
BJP系のバーラティヤ労働組合（BMS）と全国
インド労働組合戦線（NFITU）は参加せず。
5 日 ▼国防大臣マノーハル・パッリカル，

退役軍人の年金を「同一階級同一年金」にす
るため ₅年ごとに見直しするとの発表。政府，
同一階級同一年金の実施を公示（11月 ₇ 日）。
7 日 ▼ 軍事法廷で2010年に「偽りの遭遇

戦」によって民間人を殺害したとして軍人 ₆
人に終身刑を宣告。カシミールで人権侵害に
よって軍人が有罪判決を受けたのは初めて。 
10日 ▼サウジアラビア外交官がネパール人
女性をグルガオンの自宅で性奴隷としていた
として抗議運動。 
12日 ▼インド海軍とオーストラリア海軍の

共同訓練が始まる（～19日）。

▼ MP州ジャブア県ペトラワドで不法所持
の爆発物が爆発し約100人死亡。州政府，特
別捜査チームの組織を発表（14日）。
14日 ▼ハリヤーナー州でもパンチャーヤト

選挙で候補者に教育資格を設ける法を可決。
最高裁，同法を差し止め（17日）。 
19日 ▼インド政府はネパール憲法をマデー
シーやタールーの人々の賛成を得られていな
いとして批判。
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24日 ▼モディ首相，UN総会に出席のため
訪米（～28日）。各国首脳と会談。
28日 ▼デリー近郊の UP州ダードリーで牛

を殺し肉を食べたという噂からムスリムが村
人のリンチで殺害される。警察は BJP指導
者 ₃人が扇動したと報告（10月 ₆ 日）。

▼ジャイトリー財務大臣，先物市場委員会
（FMC）の SEBIとの合併を発表。
29日 ▼ RBI，レポ・レートを50ベーシス・

ポイント引き下げて6.75％に。

▼ 連邦政府，2015年緑の街道（植林・移
木・美化・整備）政策を発表。
10月12日 ▼パンジャーブで教典を汚されたと
してシク教徒が抗議行動。14日には警察との
衝突で ₂人死亡。 
28日 ▼モディ首相，来訪中のアフリカ首脳
と会談。インド・アフリカ・フォーラム・サ
ミット開幕（29日）。

▼インドからの燃料輸入が激減したため，
ネパール国営石油会社，中国側の石油会社と
燃料を輸入する覚書に調印。 
11月 4 日 ▼パキスタンの有名なガザル歌手，
デリー公演を中止。 
7 日 ▼モディ首相，カシミールを訪問し特

別経済支援を発表。同首相の訪問に反対し抗
議運動激化。暴力的衝突の多発により外出禁
止令（11日）。
8 日 ▼ビハール州議会選挙開票。JD（U），

民族ジャナター・ダル，会議派の連合戦線が
₃分の ₂を獲得し勝利。ニティシュ・クマー
ルが首相に就任（11月20日）。
9 日 ▼ 4000キロメートルの射程距離をもつ

アグニ IVミサイル，発射実験成功。
10日 ▼連邦政府，銀行，メディアなど15分
野の FDI規制の緩和を発表（商工省産業政策
振興局，24日に通達）。
11日 ▼カシミール地域で騒乱。州政府，外

出禁止令を出す。 
12日 ▼モディ首相，訪英。イギリスとの防

衛・戦略的パートナーシップの強化を表明。
またイギリスとの民生用原子力協定に署名。 
15日 ▼インド，オーストラリアからのウラ

ン輸入の手続きを完了と発表。
19日 ▼第 ₇ 次中央給与委員会，中央政府公

務員の賃上げに関する提言報告書を発表。同
日，ケルカール委員会がインフラストラク
チャー開発に関する官民連携（PPP）モデル再
考・再活力化報告書を財務省に提出。
29日 ▼会議派，他宗教への「不寛容」問題

を国会で取り上げなければ，GSTの審議に
協力しないと決定。
12月 1 日 ▼ RBI，政策金利を据え置き。
10日 ▼パンチャーヤト選挙で候補者の最低
教育資格を定めたハリヤーナー州パンチャー
ヤト選挙法，最高裁で合憲判断。
11日 ▼安倍首相来訪（～13日）。両国間で軍
事・戦略に関する諸協定を締結。日本，海軍
合同演習マラバールに正式参加。ムンバイと
アーメダバード間の高速鉄道に日本の新幹線
方式を採用すること，民生用原子力協定の締
結に向けて協議を進めることなどを決定。 
20日 ▼連邦内務省，ラージャスターン州と

チャッティースガル州の反改宗法を承認せず，
州政府に差し戻し。
23日 ▼財務大臣ジャイトリーのデリー・ク

リケット協会時代のスキャンダルを非難した
BJP国会議員アーザード，BJPから党員資格
停止。
24日 ▼モディ首相，年次会合でロシア訪問。
25日 ▼モディ首相，インド首相としては12

年ぶりのパキスタン電撃訪問。
31日 ▼政府，国家開発評議会を解散しその

権限を政策委員会の理事会に移す。
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　 1 　国家機構図（2015年12月末現在）

　 2 　連邦政府主要人名簿
（2015年12月末現在）

大統領 Pranab Mukherjee
副大統領 Mohd. Hamid Ansari
法務総裁 Mukul Rohatgi

議会
上院議長 Mohd. Hamid Ansari
下院議長 Sumitra Mahajan

司法
最高裁長官 T.S. Thakur
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国軍
陸軍参謀長 Dalbir Singh
海軍参謀長  Robin K. Dhowan
空軍参謀長 Arup Raha
統合国防長 P.P. Reddy

その他主要政府機関
中央捜査局長 Anil Kumar Sinha
中央情報委員会委員長 Radha Krishna Mathur
中央汚職取締委員会委員長 K.V. Chowdary
会計検査院院長 Shashi Kant Sharma
選挙管理委員会委員長 Nasim Zaidi
国家後進諸階級委員会委員長 V. Eswaraiah
国家少数派委員会委員長 Naseem Ahmad
国家指定カースト委員会委員長 P.L. Punia
国家指定部族委員会委員長
 Rameshwar Oraon
国家女性委員会委員長
 Lalitha Kumaramangalam
国家人口委員会委員長 Narendra Modi（首相）
国家人権委員会委員長 Cyriac Joseph（代理）
国家製造業競争力評議会議長 （空席）
主席科学顧問官 R. Chidambaram
政策委員会委員長 Narendra Modi（首相）
通信規制委員会委員長 R. S. Sharma
第14次財政委員会委員長 Y.V.Reddy
連邦人事委員会委員長 Deepak Gupta
インド固有番号制度機関委員長
 A. B. P. Pandey（代理）
保険規制開発機関委員長 T.S.Vijayan
国家災害管理機関委員長
 Narendra Modi（首相）
科学産業研究評議会議長
 Narendra Modi（首相）
医療審議会議長 Jayshree Mehta
大学補助金委員会委員長 Ved Prakash

　 3 　国民民主連合閣僚名簿
（2015 年12月末現在）

首相，人事・苦情処理・年金，原子力，宇宙，
その他 Narendra Modi（BJP）

閣内（内閣）大臣
内務 Rajnath Singh（BJP）
外務，在外インド人問題
 Sushma Swaraj（BJP）
財務，企業問題，情報・放送
 Arun Jaitley（BJP）
都市開発，住宅・都市貧困削減，議会問題
 M. Venkaiah Naidu（BJP）
陸上運輸・幹線道路，船舶
 Nitin Jairam Gadkari（BJP）
国防 Manohar Parrikar（BJP）
鉄道 Suresh Prabhu（BJP）
司法・公正 D.V. Sadananda Gowda（BJP）
水資源・河川開発・ガンジス川再生
 Uma Bharati（BJP）
少数派問題 Najma A. Heptulla（BJP）
消費者問題・食糧・公共配給
 Ram Vilas Paswan（LJP）
零細・中小企業 Kalraj Mishra（BJP）
女性・児童開発 Maneka Sanjay Gandhi（BJP）
化学・肥料 Ananth Kumar（BJP）
通信・情報技術 Ravi Shankar Prasad（BJP）
保健・家族福祉 Jagat Prakash Nadda（BJP）
民間航空 Ashok Gajapathi Raju Pusapati（TDP）
重工業・公企業 Anant Geete（SS）
食品加工業 Harsimrat Kaur Badal（SAD）
鉱業，鉄鋼 Narendra Singh Tomar（BJP）
農村開発，パンチャーヤト制度，飲料水・公
衆衛生 Chaudhary Birender Singh（BJP）
部族問題 Jual Oram（BJP）
農業・農民福祉 Radha Mohan Singh（BJP）
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内務 Haribhai Parthibhai Chaudhary（BJP）
水資源・河川開発・ガンジス川再生
 Sanwar Lal Jat（BJP）
農業・農民福祉
 Mohanbhai Kalyanjibhai Kundariya（BJP）
零細・中小企業 Giriraj Singh（BJP）
化学・肥料 Hansraj Gangaram Ahir（BJP）
重工業・公企業 G.M. Siddeshwara（BJP）
鉄道 Manoj Sinha（BJP）
パンチャーヤト制度 Nihalchand（BJP）
人的資源開発 Upendra Kushwaha（RLSP）
陸上運輸・幹線道路，船舶
 P. Radhakrishnan（BJP）
内務 Kiren Rijiju（BJP）
社会正義・エンパワーメント
 Krishan Pal（BJP）
農業 Sanjeev Kumar Balyan（BJP）
部族問題
 Manuskhbhai Dhanjibhai Vasava（BJP）
社会正義・エンパワーメント
 Vijay Sampla（BJP）
鉱業，鉄鋼 Vishnu Deo Sai（BJP）
農村開発 Sudarshan Bhagat（BJP）
人的資源開発 Ram Shankar Katheria（BJP）
科学技術，地球科学 Y.S. Chowdary（TDP）
財務 Jayant Sinha（BJP）
情報・放送 Rajyavardhan Singh Rathore（BJP）
都市開発，住宅・都市貧困削減
 Babul Supria（Babul Supriyo） Baral（BJP）
食品加工業 Sadhvi Niranjan Jyoti（BJP）

（注）　カッコ内は以下の政党名略号。BJP：イ
ンド人民党，SS：シヴ・セーナー，TDP：テ
ルグ・デーサム党，SAD：アカリー・ダル，
LJP：人民の力党，RLSP：国家大衆平等党

（出所）　2015年12月29日付け政府発表の閣僚名
簿（https://india.gov.in/spotlight/union-council- 
ministers）およびその他各省庁のウェブサイ
トなどから筆者作成。

社会正義・エンパワーメント
 Thaawarchand Gehlot（BJP）
人的資源開発 Smriti Zubin Irani（BJP）
科学技術，地球科学 Harsh Vardhan（BJP）

国務大臣
統計・事業実施（単独で主管），外務，在外イ
ンド人問題 Vijay Kumar Singh（BJP）
計画，国防（単独で主管）
 Inderjit Singh Rao（BJP）
繊維（単独で主管）
 Santosh Kumar Gangwar（BJP）
労働・雇用（単独で主管）
 Bandaru Dattatreya（BJP）
アーユルベーダ・ヨガおよび伝統療法（単独
で主管），保健・家族福祉
 Shripad Yesso Naik（BJP）
技能開発・企業家（単独で主管），議会問題
 Rajiv Pratap Rudy（BJP）
石油・天然ガス（単独で主管）
 Dharmendra Pradhan（BJP）
青年問題・スポーツ（単独で主管）
 Sarbananda Sonowal（BJP）
環境・森林・気候変動（単独で主管）
 Prakash Javadekar（BJP）
電力（単独で主管），石炭（単独で主管），新エネ
ルギー・再生エネルギー Piyush Goyal（BJP）
北東地域開発（単独で主管），首相府，人事・
苦情処理・年金，原子力，宇宙
 Jitendra Singh（BJP）
商工業（単独で主管）
 Nirmala Sitharaman（BJP）
文化（単独で主管），観光（単独で主管），民間
航空 Mahesh Sharma（BJP）
少数派問題，議会問題
 Mukhtar Abbas Naqvi（BJP）
飲料水・公衆衛生 Ram Kripal Yadav（BJP）
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　 1　基礎統計�
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

人 口（年度央値，100万人） 1,186� 1,2203） 1,2353） 1,2513） 1,2674） 1,2835）

組織部門就業人口（100万人）1） 28.71� 29.00� 29.58� - - -
出 生 率（1000人当たり） 22.1� 21.8� 21.6� 21.4� - -
食 糧 穀 物 生 産（100万トン） 244.5� 259.3� 257.1� 265.0� 252.76） -
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） - - 10.2 9.5� 5.9� 4.97）

為替レート（ 1ドル =ルピー）2） 45.58� 47.92� 54.41� 60.50� 61.14� 65.037）

（注）　 1）政府部門と雇用者数10人以上の事業所からなる民間非農業部門を含む。2012年 3 月31日時点
での値。 2）年度平均値。 3）第 2次改定値。 4）第 1次改定値。 5）予測値。 6）第 4次予測値。 7）
4～ 1月の値。

（出所）　Ministry of Finance, Economic Survey 2015-16, Ministry of Statistics and Programme Implementation, 
Press Note on Advance Estimates of National Income 2015-16 and Quarterly Estimates of Gross Domestic 
Product for the Third Quarter （Q3） of 2015-16.

　 2　生産・物価指数
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

鉱工業生産指数（2004/05=100） 165.5� 170.3� 172.2� 172.0� 176.9� 177.64）

農 業 生 産 指 数（2007/08=100） 121.0� 125.2� 124.2� 129.6� 123.93） -
卸 売 物 価 指 数（2004/05=100） 143.3� 156.1� 167.6� 177.6� 181.2� 177.45）6）

消 費 者 物 価 指 数（2001=100）1） 180� 195� 215� 236� 251� 2696）

消 費 者 物 価 指 数（2010=100）2） － 111.9 123.3� 135.0� 146.67） 155.56）7）

（注）　 1）産業労働者についての総合指数。 2）都市部と農村部の統合指数。 3）第 4次予測値。 4）2015
年 4～11月の値。 5）暫定値。 6）2015年12月の値。 7）公表値新基準年（2012＝100）採用につき算出。

（出所）　Ministry of Finance, Economic Survey 2015-16, Reserve Bank of India, Monthly Bulletin, 各年版 
February.

　 3　国民所得統計1）�
2011/122） 2012/132） 2013/142） 2014/153） 2015/164）

国 内 総 生 産（10億ルピー）
名 目 87,360 99,513 112,728 124,882 135,672
実 質（2011/12年度価格） 87,360 92,269 98,394 105,522 113,510

実 質 Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） - 5.6 6.6 7.2 7.6
1 人当たり純国民生産（ルピー）
名 目 71,607 80,578 90,110 98,565 105,746
実 質（2011/12年度価格） 71,607 74,712 78,653 83,285 88,472

総国内資本形成（名目GDP比，％） 39.0 38.6 34.7 34.2 -
総国内貯蓄率（名目GDP比，％）5） 34.6 33.8 33.0 33.0 -
（注）　 1 ）市場価格表示。 2）第 2次改定値。 3）第 1次改定値。 4 ）予測値。 5）出所掲載表より算出。
（出所）　Ministry of Statistics and Programme Implementation, Press Note on First Revised Estimates of 

National Income, Consumption Expenditure, Saving and Capital Formation 2014-15, 同, Press Note on 
Advance Estimates of National Income 2015-16 and Quarterly Estimates of Gross Domestic Product for the 
Third Quarter （Q3） of 2015-16.

　 4 　産業別国内総生産（実質：2011/12年度価格）1）� （単位：1,000万ルピー）
2011/122） 2012/132） 2013/142） 2014/153） 2015/164）

農 林 漁 業 1,501,816 1,524,398 1,588,237 1,584,293 1,602,036
鉱 業 261,035 259,683 267,378 296,328 316,811
製 造 業 1,409,986 1,495,268 1,579,721 1,667,069 1,825,371
電 力 ・ ガ ス ・ 水 道 186,668 191,876 200,861 216,970 229,681
建 設 業 777,363 782,256 818,494 854,636 886,179
商業・ホテル・運輸・通信 1,413,116 1,549,608 1,669,844 1,833,997 2,007,866
金融・保険・不動産・ビジネスサービス 1,530,691 1,675,592 1,844,070 2,039,460 2,249,243
地域・社会・個人向けサービス 1,025,982 1,067,870 1,115,765 1,234,737 1,320,393
（注）　 1）基本価格表示の粗付加価値（GVA）。 2）第 2次改定値。 3）第 1次改定値。 4）予測値。
（出所）　Ministry of Statistics and Programme Implementation, Press Note on First Revised Estimates of 

National Income, Consumption Expenditure, Saving and Capital Formation 2014-15, 同, Press Note on 
Advance Estimates of National Income 2015-16 and Quarterly Estimates of Gross Domestic Product for the 
Third Quarter （Q3） of 2015-16.
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　 5　国際収支� （単位：100万ドル）
2010/11 2011/12 2012/13 2013/141） 2014/152） 2015/163）

経 常 収 支 -48,053 -78,155 -88,163 -32,397 -26,800 -14,375�
貿 易 収 支 -127,322 -189,759 -195,656 -147,609 -144,940 -71,606�
輸 出 256,159� 309,774� 306,581� 318,607� 316,545� 135,597�
輸 入 383,481� 499,533� 502,237� 466,216� 461,484� 207,203�

サ ー ビ ス 収 支 79,269� 111,604� 107,493� 115,212� 118,139� 57,231�
資 本 収 支 61,103� 65,323� 91,989� 47,905� 88,207� 24,949�
総 合 収 支 13,050� -12,831 3,826� 15,508� 61,406� 10,574�
金 融 勘 定 -13,050 12,831� -3,826 -15,508 -61,406 -10,574�

外貨準備増減（増〈－〉，減〈＋〉）
（注）　 1）部分改定値。 2）暫定値。 3）4～ 9月の値。
（出所）　Ministry of Finance, Economic Survey 2015-16.

　 6　国・地域別貿易� （単位：100万ドル）
2013/14 2014/15 2015/16（ 4 ～11月）3）

輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
ヨ ー ロ ッ パ 58,326� 71,010� 56,304� 73,920� 32,898� 43,159�
E U 51,635� 49,951� 49,358� 49,208� 29,100� 28,725�
欧州自由貿易連合加盟国1） 2,047� 20,063� 1,353� 23,140� 1,027� 13,913�
そ の 他 4,644� 996� 5,594� 1,572� 2,771� 522�

C I S ・ バ ル ト 諸 国 3,492� 7,723� 3,396� 7,665� 1,549� 4,871�
ア ジ ア ・ A S E A N 155,426� 273,198� 153,812� 263,913� 83,986� 153,714�
A S E A N 33,134� 41,278� 31,813� 44,715� 15,971� 27,408�
北 東 ア ジ ア 40,816� 84,373� 37,816� 93,813� 20,813� 63,295�
中 国 14,867� 51,035� 11,957� 60,413� 6,161� 41,775�
日 本 6,814� 9,481� 5,386� 10,131� 3,225� 6,443�

南 ア ジ ア 17,504� 2,473� 20,480� 2,931� 11,379� 1,983�
そ の 他 63,972� 145,074� 63,703� 122,454� 35,823� 61,028�

ア フ リ カ 31,226� 36,627� 32,842� 38,635� 17,424� 23,323�
ア メ リ カ 54,215� 57,454� 59,050� 55,909� 35,518� 30,722�
北 米 43,423� 29,326� 47,522� 28,957� 30,229� 18,090�
米 国 39,158� 22,505� 42,464� 21,815� 27,107� 13,771�

ラ テ ン ア メ リ カ 10,792� 28,128� 11,528� 26,952� 5,289� 12,632�
合 計2） 314,405� 450,200� 310,338� 448,033� 174,790� 261,956�
（注）　 1）アイスランド，ノルウェー，スイス，リヒテンシュタイン。 2）非特定地域 (unspecified region）

を含む。 3）暫定値。
（出所）　Ministry of Finance, Economic Survey 2015-16.

　 7　中央政府財政 （単位：1,000万ルピー）

�2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
（概算値）

2015/16
（改定値）

2016/17
（概算値）

歳入（1）=（2）+（5） 1,410,372 1,559,447 1,663,672 1,777,477 1,785,391 1,978,060
　経常歳入（2）=（3）+（4） 879,232 1,014,723 1,101,472 1,141,575 1,206,084 1,377,022
　　税収（3） 741,878 815,853 903,615 919,842 947,508 1,054,101
　　非税収（4） 137,354 198,870 197,857 221,733 258,576 322,921
　資本収入（5）=（6）+（7）+（8） 531,140 544,724 562,200 635,902 579,307 601,038
　　貸付回収（6） 15,060 12,497 13,738 10,753 18,905 10,634
　　その他収入（7） 25,890 29,368 37,737 69,500 25,312 56,500
　　借入など（8） 490,190 502,859 510,725 555,649 535,090 533,904
歳出（9）=（10）+（11） 1,410,372 1,559,447 1,663,673 1,777,477 1,785,391 1,978,060
　非計画支出（10） 996,747 1,106,120 1,201,029 1,312,200 1,308,194 1,428,050
　計画支出（11） 413,625 453,327 462,644 465,277 477,197 550,010
財政収支（12）=（2）+（6）+（7）-（9） -490,190 -502,859 -510,726 -555,649 -535,090 -533,904
（出所）　Ministry of Finance, Union Budget 2015-16, 同, Union Budget 2016-17.
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